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1. 第4回WGで示された方向性における弊社見解
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 「電気通信番号の犯罪利用対策に向けた制度見直し検討について（案）」 にて示された方向性については、賛成

 また、事業者の取組（①～⑥）の対する弊社意見は以下のとおり

【ヒアリング項目ごとの弊社意見】
項目 見解

① 電気通信番号使⽤計画の
認定の確認 ・ 賛成。但し、新規参入事業者へ限定していただきたい（現状の弊社取り組み：次頁参照）

② 提供番号数の制限 ・ 悪意を持たない事業者の円滑なサービス提供に支障が生じる可能性があることから、番号提供数
の制限を設けることは、困難

③ 本⼈確認 ・ 賛成（①の実施により包含できると考えられるため）

④ 当⼈確認
（免許やパスポート等による） ・ 賛成（①の実施を優先し、当人確認の必要性は今後判断頂きたい）

⑤ 与信審査 ・ 賛成（参考：現状、弊社では卸契約時点で財務状況調査等による確認を実施）

⑥ ⼆次卸の禁⽌ ・ 賛成（現状、MVNOは既に二次卸を実施しているため実質は困難）
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2. 自社の取組 及び ヒアリング事項①への見解
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 弊社の電気通信番号を事業者へ提供するケースとして、主に「MVNO【 】」 と 「法人型MVNO【 】」 がありますが、いずれの
ケースにおいても電気通信番号を提供する場合には提供先事業者に対する各種確認・契約を実施しています
（確認事項 例：回線契約者/利用者情報、回線利用用途（第三者提供の場合サービス内容含む）の確認 等）

 また、弊社は新規事業者向けに下記の情報等を開示しており、契約時においても卸サービス契約約款等で適切な利用に関す
る内容を明示しています。

 今後、「電気通信番号の認定状況確認」について、上記取り組みへ加えることで、より一層、犯罪利用防止の強化がなされる
ものと考えます

（「卸携帯電話サービスのお申込みにあたっての注意事項」より抜粋） （「卸携帯電話サービス契約約款」より抜粋）

●提供前に注意事項として明示 ●契約時に約款の中で明示 ※下図は主に関連する条項

違反時の利用停止

二次の契約者以降
含めた法令順守

本人確認

弊社の取組（一般的なMNOV事業者の例）
※法人型MVNO：弊社の法人企業が第三者等へ提供するサービス形態がMVNOモデルに該当するケース

構成員限り 構成員限り
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